
総務委員会付託表 

令和６年 12 月 12 日 

 議案第 ７３号 令和６年度愛知県一宮市一般会計補正予算

第１表 歳入歳出予算補正

   １款 議会費

   ２款 総務費（うち、１項14目、15目、３項を除く）
   ９款 消防費

11款 公債費
12款 諸支出金

 …………………………………………関係歳入………………………………………………

  第４表 地方債補正（関係分）

 議案第 ８２号 一宮市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正につい

て

議案第 ８３号 特別職員の給与に関する条例の一部改正について

議案第 ８４号 一宮市職員の給与に関する条例及び一般職の任期付職員の採用等に関する

条例の一部改正について

議案第 ８５号 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理について

（関係分）

議案第 ８６号 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理について（

関係分）

議案第 ８７号 一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例の一部を改正

する条例等の一部改正について

議案第 ９９号 小型動力ポンプ付積載車(Ｂ２級)の売買契約の締結について
承認第  ３号 専決処分の承認について 

資 料 一 覧 表 

資料番号 件           名 作 成 部 課 議案番号

1 令和６年度 12月補正予算 給与費会計別補正額 
総務部 

人事課 
第 73 号 

２ 大和東分団庁舎駐車場拡張事業 
消防本部 

消防救急課 

３ 令和６年度 給与改正等の内容 
総務部 

人事課

第 82 号 

第 83 号 

第 84 号 

４ 
小型動力ポンプ付積載車（B2 級）の売買契約の締結に

ついて 

消防本部 

消防救急課 
第 99 号 



令和６年度12月補正予算　給与費会計別補正額

補正前
予算額（千円）

補正額
（千円）

補正後予算額
（千円）

4,078 〔△45〕 1,259 〔△21〕 37,565,516 659,445 38,224,961

2,541 〔△45〕 1,009 〔△12〕 22,718,875 179,396 22,898,271

小 計 86 〔1〕 36 709,983 16,695 726,678

国 保 46 〔1〕 7 324,334 19,827 344,161

後 期 0 1 4,973 41 5,014

介 護 36 28 350,325 △ 2,563 347,762

外 崎 4 0 30,351 △ 610 29,741

小 計 1,451 〔△1〕 214 〔△9〕 14,136,658 463,354 14,600,012

病 院 1,260 〔△1〕 209 〔△8〕 12,436,124 368,260 12,804,384

水 道 95 2 〔△1〕 873,920 26,596 900,516

下 水 道 96 3 826,614 68,498 895,112

※　補正後短時間勤務職員数は、会計年度任用職員と再任用短時間勤務職員の合計数

※　〔　〕内は増減人数

合 計

一 般 会 計

特
別
会
計

企
業
会
計

補正後短時間勤務
職員数（人）

補正後
職員数（人）

総務委員会 令和６年12月12日

Ｎｏ. １

総務部 人事課





令和 6 年度  給与改正等の内容 

【議案第 82号関係】一宮市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について 

【議案第 83号関係】特別職員の給与に関する条例の一部改正について 

 国会議員及び国の特別職に係る期末手当の取り扱いに準じて改正 

項   目 国 一     宮     市 

期末手当 年間支給月数の引き上げ 

   3.4 月→3.45 月〔0.05 月〕 

（1）令和 6 年度 

年間支給月数 0.05 月の引き上げ 

 現 行 改正後 増 減 

６月 1.7 1.7  - 

12 月 1.7 1.75  0.05 

計 3.4 3.45 0.05 

（2）令和 7 年度以降 

 (1)の改正後 改正後 増 減 

６月 1.7 1.725 0.025 

12 月 1.75  1.725 △0.025 

計 3.45 3.45  - 

年間支給月数の引き上げ 

  3.4 月→3.45 月〔0.05 月〕 

（1）令和 6 年度 

年間支給月数 0.05 月の引き上げ 

 現 行 改正後 増 減 

６月 1.7 1.7  - 

12 月 1.7 1.75  0.05 

計 3.4 3.45 0.05 

（2）令和 7 年度以降 

 (1)の改正後 改正後 増 減 

６月 1.7 1.725 0.025 

12 月 1.75  1.725 △0.025 

計 3.45 3.45  - 

 実施時期 (1)は令和 6 年 12 月１日 

(2)は令和 7 年 4 月１日 

(1)は令和 6 年 12 月１日 

(2)は令和 7 年 4 月１日 

総務委員会   令和 6年 12 月 12 日   

No. 3 

総務部 人事課
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【議案第 84号関係】一宮市職員の給与に関する条例及び 

一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正について

国家公務員の給与改正に準じて改正 

項  目 国 一     宮     市 

給与改正 給料表額の引き上げ 

給料       2.43％（引上額 9,836 円） 

他手当への影響  0.33％（ 〃  1,347 円） 

計      2.76％（ 〃 11,183 円） 

参考 改正前の平均給与 405,378 円（時間外手当等を除く） 

給料表額の引き上げ 

給料       3.19％（引上額 11,061 円） 

他手当への影響  0.19％（ 〃   663 円） 

計      3.38％（ 〃  11,724 円） 

参考 改正前の平均給与 346,708 円（時間外手当等を除く） 

期末手当 年間支給月数の引き上げ  

2.45 月  →  2.5 月 〔0.05 月〕 

 （2.05 月） → （2.1 月）〔0.05 月〕 

（1）令和 6 年度 

年間支給月数 0.05 月（0.05 月）の引き上げ 

 現 行 改正後 増 減 

６月 1.225 (1.025) 1.225 (1.025) - - 

12 月 1.225 (1.025) 1.275 (1.075) 0.05  (0.05)

計 2.45 (2.05) 2.5 (2.1) 0.05  (0.05)

（2）令和 7 年度以降 

 (1)の改正後 改正後 増 減 

６月 1.225 (1.025) 1.25 (1.05) 0.025 (0.025)

12 月 1.275 (1.075) 1.25 (1.05) △0.025 (△0.025)

計 2.5 (2.1) 2.5 (2.1) - - 

 ＊（ ）内は、特定管理職員（本府省課長以上の職員） 

年間支給月数の引き上げ  

2.45 月  →  2.5 月 〔0.05 月〕 

 （2.05 月） → （2.1 月）〔0.05 月〕 

（1）令和 6 年度 

年間支給月数 0.05 月（0.05 月）の引き上げ 

 現 行 改正後 増 減 

６月 1.225 (1.025) 1.225 (1.025) - - 

12 月 1.225 (1.025) 1.275 (1.075) 0.05  (0.05)

計 2.45 (2.05) 2.5 (2.1) 0.05  (0.05)

（2）令和 7 年度以降 

 (1)の改正後 改正後 増 減 

６月 1.225 (1.025) 1.25 (1.05) 0.025 (0.025)

12 月 1.275 (1.075) 1.25 (1.05) △0.025 (△0.025)

計 2.5 (2.1) 2.5 (2.1) - - 

 ＊（ ）内は、特定管理職員（行(1) 次長相当職以上の職員） 
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 勤勉手当 年間支給月数の引き上げ  

  2.05 月  →  2.1 月 〔0.05 月〕 

 （2.45 月） → （2.5 月）〔0.05 月〕 

（1）令和 6 年度 

年間支給月数 0.05 月（0.05 月）の引き上げ 

 現 行 改正後 増 減 

６月 1.025 (1.225) 1.025 (1.225) - - 

12 月 1.025 (1.225) 1.075 (1.275) 0.05  (0.05)

計 2.05 (2.45) 2.1 (2.5) 0.05  (0.05)

（2）令和 7 年度以降 

 (1)の改正後 改正後 増 減 

６月 1.025 (1.225) 1.05 (1.25) 0.025 (0.025)

12 月 1.075 (1.275) 1.05 (1.25) △0.025 (△0.025)

計 2.1 (2.5) 2.1 (2.5) - - 

 ＊（ ）内は、特定管理職員（本府省課長以上の職員） 

年間支給月数の引き上げ  

  2.05 月  →  2.1 月 〔0.05 月〕 

 （2.45 月） → （2.5 月）〔0.05 月〕 

（1）令和 6 年度 

年間支給月数 0.05 月（0.05 月）の引き上げ 

現 行 改正後 増 減 

６月 1.025 (1.225) 1.025 (1.225) - - 

12 月 1.025 (1.225) 1.075 (1.275) 0.05  (0.05)

計 2.05 (2.45) 2.1 (2.5) 0.05  (0.05)

（2）令和 7 年度以降 

 (1)の改正後 改正後 増 減 

６月 1.025 (1.225) 1.05 (1.25) 0.025 (0.025)

12 月 1.075 (1.275) 1.05 (1.25) △0.025 (△0.025)

計 2.1 (2.5) 2.1 (2.5) - - 

 ＊（ ）内は、特定管理職員（行(1) 次長相当職以上の職員） 

実施時期 給料表については 

令和 6 年 4 月 1 日 

期末手当及び勤勉手当については 

(1)は令和 6 年 12 月 1 日 

(2)は令和 7 年 4 月 1 日 

給料表については 

令和 6 年 4 月 1 日 

期末手当及び勤勉手当については 

(1)は令和 6 年 12 月 1 日 

(2)は令和 7 年 4 月 1 日 
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国の特定任期付職員の給与改正に準じて改正 

項  目 国 一     宮     市 

給与改正 給料表の引き上げ 

号給 現行 改正後 

１ 380,000円 392,000円 

２ 427,000円 440,000円 

３ 477,000円 492,000円 

４ 539,000円 555,000円 

５ 615,000円 634,000円 

６ 718,000円 740,000円 

７ 839,000円 864,000円 

給料表の引き上げ 

号給 現行 改正後 

１ 380,000円 392,000円 

２ 427,000円 440,000円 

３ 477,000円 492,000円 

４ 539,000円 555,000円 

５ 615,000円 634,000円 

６ 718,000円 740,000円 

７ 839,000円 864,000円 

期末手当 年間支給月数の引き上げ  

  3.4 月→3.45 月〔0.05 月〕 

令和 6 年度 

年間支給月数 0.05 月の引き上げ 

 現 行 改正後 増 減 

６月 1.7 1.7 - 

12 月 1.7 1.75  0.05 

計 3.4 3.45 0.05 

年間支給月数の引き上げ  

  3.4 月→3.45 月〔0.05 月〕 

令和 6 年度 

年間支給月数 0.05 月の引き上げ 

 現 行 改正後 増 減 

６月 1.7 1.7 - 

12 月 1.7 1.75  0.05 

計 3.4 3.45 0.05 

 実施時期 給料表については 

令和 6 年 4 月 1 日 

期末手当については 

令和 6 年 12 月 1 日 

給料表については 

令和 6 年 4 月 1 日 

期末手当については 

令和 6 年 12 月 1 日 
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